
ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会会則

（名称）

第１条 本会は、「ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会」と称する。

（目的）

第２条 本会は、福島県における産・学・官が協力、連携し、県全体の高度情報化の推進を図

り、もってＩＣＴを利活用した県民生活の向上や産業振興など地域の活性化に寄与すること

を目的とする。

（事業）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高度情報化に関する普及・啓発事業

(2) 高度情報化に関する調査・研究事業

(3) ＩＣＴ利活用に関する交流活動事業

(4) 地域情報化活動に対する支援事業

(5) ＩＣＴ利活用に関する情報提供事業

(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

（構成）

第４条 本会は、普通会員と特別会員をもって構成する。

２ 普通会員は、本会の目的に賛同する、各種団体、民間企業、ＮＰＯ、個人事業主及び地方

公共団体等のうち、会長の承認を得た者とする。

３ 特別会員は、会長が本会の目的達成のため特に必要と認めた者とする。

（役員）

第５条 本会は、役員として、会長１名、副会長若干名及び監事２名を置く。

（役員の選出）

第６条 役員は、総会において選任する。

（役員の任期）

第７条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残

任期間とする。

（役員の職務）

第８条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

３ 監事は、本会の会計を監査し、必要に応じて会長に意見を述べることができる。

（総会）

第９条 通常総会は、毎年１回会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は、臨

時総会を招集することができる。

２ 通常総会は、次の事項を審議する。

(1) 事業計画及び収支予算



(2) 事業報告及び収支決算

(3) 会則及び細則の改正

(4) その他協議会に関する重要な事項

３ 総会の議決は、出席者の過半数の賛同により決する。

４ 総会においては、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が欠席の場合は、予め会長

が指名する者が議長となる。

５ 監事は、総会において、意見を述べることができる。

（運営委員会）

第10条 本会に、会長が委嘱する運営委員若干名を置き、運営委員会を構成する。

２ 運営委員会に、運営委員長を置き、会長がこれを指名する。

３ 運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 総会に付すべき事項

(2) 会運営に関する事項等の企画及び立案

(3) その他必要と認める事項

４ 運営委員会においては、運営委員長が議長となる。ただし、運営委員長が欠席の場合は

予め運営委員長が指名する者が議長となる。

５ 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決する。賛否同数のときは、議長がこれを決す

る。

６ 運営委員会は、運営委員長が適当と認める場合には、書面により議決することができる。

（部会）

第11条 本会の目的を達成するため、会長は、必要に応じて部会を置くことができる。

２ 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の意見を聴き会長が別に定める。

（事業年度）

第12条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（経費）

第13条 本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、その他の収入をもって充てる。

２ 本会の会費については、別に定める。

（事務局）

第14条 本会の事務局は、福島県企画調整部デジタル変革課に置く。

２ 事務局に、事務局長、事務局次長及び職員若干名を置く。

３ 事務局長は、デジタル変革課長をもって充てる。

４ 事務局次長は、デジタル変革課総括主幹をもって充てる。

（その他）

第15条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

（附則）

１ この会則は、本会の設立の日から施行する。

２ 本会の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から平成３年３月３

１日までとする。

（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成１２年６月１９日）から施行する。



（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成１４年６月１９日）から施行する。

（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成１５年６月１７日）から施行し、平成１５年４

月１日から適用する。

（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成１８年７月６日）から施行し、平成１８年４月

１日から適用する。

（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成２０年６月５日）から施行し、平成２０年４月

１日から適用する。

この会則は、総会の承認のあった日（平成２６年６月６日）から施行し、平成２６年７月

１日から適用する。

この会則は、総会の承認のあった日（平成３０年９月３日）から施行する。

この会則は、総会の承認のあった日（令和２年６月５日）から施行し、令和２年７月１日

から適用する。

この会則は、総会の承認のあった日（令和３年６月４日）から施行し、令和３年４月１日

から適用する。

ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会会計細則

（目的）

第１条 この細則は、会則第14条の規定に基づき、本会の会費及び会費の徴収手続等を定め

る 。

（会費）

第２条 普通会員は、次の区分による会費を納入する。

(1) 県 年額１０口（１０万円）

(2) 市 年額 ３口（３万円）

(3) 町村 年額 １口（１万円）

(4) ＮＰＯ、個人事業主 年額 １口（１万円）以上

(5) 団体、企業等 年額 ３口（３万円）以上

（会費の請求）

第３条 会費を徴収しようとするときは、会長名をもって、該当口数に相当する金額を明記し

た請求書を送付して行うものとする。

（附則）

平成１６年度の会費から、第２条第１号中「１０万円」とあるのは「９０，０００円」と、

同条第２号及び第４号中「３万円」とあるのは「２７，０００円」と、同条第３号中「１万

円」とあるのは「９，０００円」とそれぞれ読み替えるものとする。

（附則）

平成１７年度の会費から、第２条第１号中「１０万円」とあるのは「７３，０００円」と、

同条第２号及び第４号中「３万円」とあるのは「２１，９００円」と、同条第３号中「１万

円」とあるのは「７，３００円」とそれぞれ読み替えるものとする。

（附則）

平成１９年度の会費から、第２条第１号中「１０万円」とあるのは「６９，０００円」と、

同条第２号及び第４号中「３万円」とあるのは「２０，７００円」と、同条第３号中「１万

円」とあるのは「６，９００円」とそれぞれ読み替えるものとする。



（附則）

平成２０年度の会費から、第２条第１号中「１０万円」とあるのは「６５，０００円」と、

同条第２号及び第４号中「３万円」とあるのは「１９，５００円」と、同条第３号中「１万

円」とあるのは「６，５００円」とそれぞれ読み替えるものとする。


